令和７年１２月１０日　
自治区長　様
豊田市交通安全市民会議　
会　長　高　村　伸　一　
「交通死亡事故多発非常事態宣言」発令に伴う宣言文の配付について（依頼）

日頃から、交通安全市民会議の活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとう　　ございます。

豊田市内で、１１月２２日（土）及び３０日（日）に相次いで交通死亡事故が発生したことから、豊田市長は、豊田市交通安全条例に基づき、今年２回目となる「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令しました。しかしながら、発令後の１２月５日（金）、　　　更に１件の交通死亡事故が発生し、今年は９人（１２月５日現在）の方が交通事故で　　亡くなられており、憂慮すべき危機的な状況です。
これ以上悲惨な交通事故を発生させないために、可能な範囲で構いませんので、　　　宣言文を区民の皆様が集まる場所等に御掲示いただき、交通事故防止の注意喚起に　　御協力くださいますようお願いいたします。

記

１　送付物　

　　交通死亡事故多発非常事態宣言文（Ａ４サイズ）　１枚

※御連絡いただければ、データ提供可能です。

２　掲示期間　

到着日　～　令和７年１２月３１日（水）
※お手数ですが、掲示期間終了後は、貴施設にて廃棄処分をお願いします。

【問合せ】豊田市交通安全市民会議事務局
（豊田市役所交通安全防犯課内）

　　　　　　　　　　　　　電　話：０５６５－３４－６６３３
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